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 当社は、株式会社丸ノ内ホテル（以下「丸ホ社」といいます。）との間で、2024 年 1 月 24
日付けで吸収合併契約（以下「本吸収合併契約」といいます。）を締結し、2024 年 4 月１日
を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、丸ホ社を吸収合併消滅会社とする吸収合併
（以下「本吸収合併」といいます。）を行うことといたしました。 
 本吸収合併に関する会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 191 条に規定する事項
は下記のとおりです。 
 

記 
 
１．吸収合併契約の内容 
  本吸収合併契約の内容は、別紙１記載のとおりです。 
 
２．合併対価の相当性に関する事項 
  本吸収合併に際しては、丸ホ社の株主に対して当社の株式その他の資産の割当てを行

わず、また、本吸収合併により当社の資本金及び準備金は増加しませんが、いずれについ
ても、当社は丸ホ社の発行済株式全部を所有していることから相当であると判断してお
ります。 

 
３．新株予約権の定めの相当性に関する事項 

該当事項はありません。 
 
４．丸ホ社についての次に掲げる事項 
 ⑴ 最終事業年度に係る計算書類等の内容 
   丸ホ社の最終事業年度（2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで）に係る計算書

類等の内容は、別紙２記載のとおりです。 
 
 ⑵ 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 
   該当事項はありません。 



 
 ⑶ 最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社

財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 
丸ホ社は、2024 年 1 月 24 日、丸ホ社のホテル運営事業を、当社の完全子会社である

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社（2024 年 1 月 1 日付で株式会社ロイヤルパーク
ホテルズアンドリゾーツから商号変更。以下「ホテルズ」といいます。）に承継させる
吸収分割契約（以下「本吸収分割」といいます。）を締結いたしました（効力発生日：
2024 年 4 月 1 日（予定））。なお、本吸収分割に際しては、丸ホ社に対してホテルズの
株式その他の資産の割当てを行いません。 

 
５．当社について、最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担そ

の他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 
  該当事項はありません。 
 
６．吸収合併が効力を生ずる日以後における債務の履行の見込みに関する事項 

2023 年 3 月 31 日現在、当社及び丸ホ社の貸借対照表における資産の額、負債の額及
び純資産の額は以下のとおりです。 

 
当 社：   資産の額：  5,326,049 百万円 

負債の額：  3,760,989 百万円 
純資産の額： 1,565,060 百万円 

丸ホ社：      資産の額：  7,128 百万円 
負債の額：  4,567 百万円 
純資産の額： 2,561 百万円 

 
  なお、本吸収分割により、丸ホ社がホテルズに対して承継させる資産の額は 703 百万

円、負債の額は 237 百万円となる見込みであり、当社は、本吸収合併により、本吸収分割
後の丸ホ社の資産及び負債を承継いたします。 

また、当社について、本吸収合併の効力発生後において資産及び負債の状態に重大な変
動を生じる事態は現在のところ予測されていません。 

以上より、本吸収合併後における当社の資産の額は負債の額を十分に上回る見込みで
す。 

  以上の点、並びに、当社及び丸ホ社の収益状況及びキャッシュ・フロー等に鑑みて、当
社の負担する債務については、本吸収合併の効力発生日以後も履行の見込みがあると判
断しております。 

以上 
  



〈別紙１ 吸収合併契約の内容〉 
（次頁以降に添付） 
  



吸収合併契約書 
 
 三菱地所株式会社（以下「甲」という。）及び株式会社丸ノ内ホテル（以下「乙」という。）
は、甲と乙との合併について、以下のとおり、吸収合併契約（以下「本契約」という。）を
締結する。 
 
第 1 条（吸収合併） 
 甲及び乙は、本契約の定めに従い、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として
合併する（以下「本合併」という。）。 
 
第 2 条（商号及び住所） 
 甲及び乙の商号及び住所は、以下の各号に定めるとおりである。 
 ⑴ 甲（吸収合併存続会社） 
   商号：三菱地所株式会社 
   住所：東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号 
 ⑵ 乙（吸収合併消滅会社） 
   商号：株式会社丸ノ内ホテル 
   住所：東京都千代田区丸の内一丁目６番３号 
 
第 3 条（合併対価の交付） 

甲は、本合併に際して、乙の株主に対して、その有する株式に代わる金銭等を交付しない。 
 
第 4 条（効力発生日） 

本合併がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）は、2024 年 4 月 1 日とす
る。但し、本合併の手続の進行上の必要性その他の事由により必要となる場合には、甲及び
乙は、協議し合意の上、これを変更することができる。 

 
第 5 条（効力発生の停止条件） 

本合併は、乙及び三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社が締結した 2024 年 1 月 24 日付
吸収分割契約に基づく吸収分割の効力が発生することを条件として、その効力を生ずるも
のとする。 

 
第 6 条（株主総会の承認） 
１ 甲は、会社法第 796 条第 2 項の規定に基づき、本契約について株主総会の承認を受け

ないで本合併を行う。 



２ 乙は、会社法第 784 条第 1 項の規定に基づき、本契約について株主総会の承認を受け
ないで本合併を行う。 

 
第 7 条（会社財産の管理等） 
 甲及び乙は、本契約締結後効力発生日に至るまでの間において、善良なる管理者の注意を
もってそれぞれの業務の執行及び財産の管理をし、本合併に重大な影響を及ぼす事項を行
おうとする場合には、甲及び乙が協議し合意の上、これを行うことができる。 
 
第 8 条（本契約の変更及び解除） 
 本契約締結後効力発生日に至るまでの間において、甲若しくは乙の財産状態・経営状態に
重大な変動が発生し若しくは判明した場合、又は本合併の実行に重大な支障となる事態が
発生し若しくは判明した場合には、甲及び乙は、協議し合意の上、本契約の内容を変更し又
は本契約を解除することができる。 
 
第 9 条（本契約の効力） 
 本契約は、以下の各号に定める場合にその効力を失う。 
 ⑴ 効力発生日の前日までに法令等に定められた本合併の実行に必要な関係官庁等の承

認等が得られなかった場合 
 ⑵ 前条又は次条の規定に従い本契約が解除された場合 
 
第 10 条（反社会的勢力の排除） 
１ 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、以下の各号に定める事項を確約する。 

(1) 自ら又は自らの役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者を
いう。）が暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員
（以下総称して「反社会的勢力」という。）ではなく、反社会的勢力と社会的に非難さ
れるべき関係を有していないこと 

(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結及び履行をするものではないこ
と 

２ 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、本契約に関して以下の各号に定める行為をし
てはならない。 
(1) 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 
(2) 偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為 

３  甲又は乙は、相手方について第１項の確約に反する事実が判明し、又は相手方が第２項
の規定に違反した場合、何ら催告を要せずして、本契約を解除することができる。 

４  甲又は乙は、相手方が本契約に関連して締結した契約（以下「関連契約」という。）に
関して、関連契約の当事者が反社会的勢力であることが判明した場合、相手方に対して関



連契約の解除等必要な措置を講ずることを求めることができる。 
５ 甲又は乙は、前項の規定により相手方に必要な措置を講ずるよう求めたにも拘わらず、

相手方が正当な理由なくこれを拒否した場合、本契約を解除することができる。 
６ 甲又は乙は、第３項又は前項の規定により本契約を解除した場合、自らに生じた損害の

賠償を請求することができる。 
 
第 11 条（管轄） 
 本契約に関する一切の紛争に関する調停及び訴訟については、東京地方裁判所を専属的
合意管轄裁判所とする。 
 
第 12 条（誠実協議） 
 甲及び乙は、本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈に疑義が生じた場合には、
誠実に協議の上、その解決に努める。 
 

〔以下余白〕 
  



 甲及び乙は、本契約の成立の証として、本書の電磁的記録を作成し、それぞれ別途合意し
た方法により電子署名を行った上、当該電磁的記録を双方保有する｡ 

なお、この場合、本契約における原本は双方の電子署名がなされた電磁的記録とし、当該
電磁的記録を印刷した文書はその写しとする。 

ただし、甲乙別途協議の上、本契約を書面による締結とすることに合意した場合、甲及び
乙は、本書２通を書面にて作成し、それぞれ記名押印の上、各自１通を保管する。 
 
2024 年１月 24 日 
 
 

東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号 
甲  三菱地所株式会社 

執行役社長 中 島  篤 
 
 

東京都千代田区丸の内一丁目６番３号 
乙  株式会社丸ノ内ホテル 

代表取締役 大 島  正 也 
 



〈別紙２ 丸ホ社の最終事業年度に係る計算書類等の内容〉 
（次頁以降に添付） 
 




























